
福島県デジタル環境整備補助金事業 

補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県内の建設産業においては、担い手の確保や育成が求められていることから、デジタル技術の

活用による働き方改革として、企業におけるシステム導入や環境整備等の促進が図られるよう、福島

県補助金等の交付等に関する規則（昭和４５年福島県規則第１０７号。以下「規則」という。）及びこ

の要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「建設業者」及び「建設コンサルタント」とは、福島県内に主たる営業所を

置く福島県建設工事等請負有資格業者名簿に登載されている者であることをいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 本事業は、建設業者及び建設コンサルタントを補助対象者とする。 

 

（補助対象） 

第４条 補助対象は、第１条に掲げる目的のために補助対象者が実施する別表第１のいずれかに該当す

るもの（他の補助金の対象であるものを除く。）、かつ、交付決定の日の属する年度の５月１日以降に

実施するもので、当該年度の２月２８日までに完了するものとする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費として認められるものは、別表第１のいずれかに該当するものをいい、補助対象

経費に係る消費税及び地方消費税は対象としない。 

２ 次に掲げるいずれか一つ以上に該当する場合は前項で定める補助対象経費として認めない。 

(1) 国や地方公共団体等が交付する補助金等の対象である経費。 

(2) 本事業の対象として明確に区分することができない又は証拠書類により金額等を確認すること

ができない経費。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の２分の１以内（万円未満の端数切り捨て）とし、 

上限額及び交付回数は別表第２のとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期間内に、次に掲げる書類を知事に提出しな

ければならない。 

(1) 福島県デジタル環境整備補助金事業補助金交付申請書（第１号様式） 

(2) 事業計画書（第２号様式） 

(3) 収支予算書（第３号様式） 

(4) 次に掲げる添付資料 

 ア 補助対象経費の根拠がわかる資料（見積書等の写し） 



 イ 補助対象経費の内容がわかる資料 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の減額申請等） 

第８条 申請者は、規則第４条の規定に基づき補助金の申請を行うに当たり、当該補助金に係る消

費税及び地方消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のう

ち、消費税法及び地方税法の規定により仕入に係る消費税及び地方消費税として控除できる部分

の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。

ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかではないものについて

は、この限りではない。 

２ 申請者は、規則第１３条の規定に基づき実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税及び地

方消費税仕入税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除額を減額して報告し

なければならない。 

 

（補助金の交付決定等） 

第９条 知事は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、内容が適正で 

あると認めた時は、予算の範囲内で補助金の交付決定を行い、第４号様式により補助事業者に通知

するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第 10条 前条の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、規則第８条の規定に基づく申請の

取下げを行う場合、交付決定の日から起算して 10日以内に、第５号様式により行うものとする。 

２ 前項の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定は、なかったものとみなす。 

 

（変更等の申請） 

第 11 条 補助事業者は、規則第６条第１項第１号及び第２号の規定に基づき知事の承認を受けようと

するときは、第６号様式を知事に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更とは、補助対象経費の２０％以内の減と

なる場合で、申請内容の大幅な変更がなく、補助金の額に変更が生じないものをいう。 

 

（実績報告） 

第 12条 規則第１３条第１項の規定による実績報告は、実績報告書（第７号様式）によるものとする。 

２ 提出期限は、補助事業が完了した翌日から起算して３０日を経過した日、または補助金の交付決定

のあった日の属する年度の２月２８日のいずれか早い日までに行うものとする。 

３ 添付書類は次に掲げるものとする。 

(1) 補助対象経費の支払い実績がわかる書類（請求書または領収書の写し） 

(2) その他知事が必要と認めるもの 

 

（補助金の額の確定） 

第 13条 知事は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査により、当該事

業の成果が交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額

確定通知書（第８号様式）により当該補助事業者に通知するものとする。 



２ 前項の通知は、第９条で通知している交付決定額と確定額とが同一である場合については、省略で 

きるものとする。 

 

（補助金の請求） 

第 14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金交付請求書（第９号様式）を知事に提出し

なければならない。 

 

（交付決定の取り消し） 

第15条 知事は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命

ずることができる。 

(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

(2) 規則又はこの要綱に違反する行為があったとき。 

２ 知事は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書（第１０号様

式）により当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 16 条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費

税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税の額の確定

に伴う報告書（第１１号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全額又は一

部の返還を命じることができる。 

 

（財産の管理及び処分） 

第 17 条 規則第１８条第１項ただし書に規定する別に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関

する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間とする。 

２ 規則第１８条第１項第２号及び第３号に規定する別に定めるものは、取得価格及び効用の増加価格

の単価が５０万円以上の機械、器具、その他財産とする。 

３ 補助事業者は、第１項の期間内に補助事業により取得し、又は効用を増加させた財産のうち、交付

金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとすると

きは、あらかじめ取得財産等処分承認申請書（様式第１２号）を知事に提出し、承認を得なければな

らない。 

４ 知事が、補助事業者が取得等した財産を処分することにより収入があると認める場合には、その収

入の全部又は一部を知事に納付させることがある。 

５ 補助事業者は、取得等した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって

管理するとともに、交付金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。 

 

（会計帳簿等の整備等） 

第 18 条 補助事業者は、補助金の交付申請書類その他関係書類を、補助対象月の属する会計年度の翌

年度から起算して５年間保存しておかなければならない。 

２ 知事は、補助金の交付を受けた補助事業者に対し、必要に応じて立入調査等を行うことができる。



また補助事業の内容について報告を求めることができる。 

 

（その他） 

第 19条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

 附 則 

 この要綱は、令和８年５月１日から施行する。 

  



別表第１（第４、第５条関係） 

 

事業 経費区分 補助対象者 内容 

新規入職者

人材育成研

修 

（注１） 

研修経費 ① 建設業者 

② 建設コンサルタント 

新規入職者への技術力の向上を目的とし

た、講習会等の受講費、又は講習会等開催

のための講師謝金、会場費、テキスト等の

経費 

バックオフ

ィス導入 

(注２) 

システム導

入費 

(注３) 

① 建設業者 

② 建設コンサルタント 

バックオフィス業務に関するソフトウェア

等の導入経費 

人材育成費 ① 建設業者 

② 建設コンサルタント 

次に掲げるもののうちいずれかの経費 

(ア) バックオフィス担当者がスキルアッ

プのために、講習会等の受講に要する

経費 

(イ) バックオフィス業務の専門家から助

言を受ける場合に要する経費 

ＩＣＴ機器

類導入 

 

Ｉ型 

（注４） 

建設業者 

 

次に掲げるもののうちいずれか一つ以上を

導入する経費 

(ア) 従来建機に取り付けることでＩＣＴ

施工を可能とする後付け機器 

(イ) ＩＣＴ建設機械 

(ウ) ＩＣＴ測量機器 

(エ) ３次元設計ソフトウェア 

(オ) その他必要と認めるもの 

Ⅱ型 

（注５） 

建設コンサルタント 次に掲げるもののうちいずれか一つ以上を

導入する経費 

(ア) ＩＣＴ測量機器 

(イ) ３次元設計ソフトウェア 

(ウ) その他必要と認めるもの 

  

（注１）新規入職者とは補助事業者に所属し、交付申請時点において、採用１年未満のものをいう。 

（注２）システム導入費と人材育成費のどちらにも申請する場合は、それぞれに申請するものとする。 

（注３）パソコンやタブレットなど汎用性があるものは対象外とする。 

    また、既存システム（ソフトウェア）の更新費用は対象外とするが、導入済ソフトウェアのラ

イセンスを追加する等、取組を拡大することに要する経費は対象とする。 

（注４）アからエにかかる購入費を対象とする。このうち、アにかかる購入費には当該機器の取付費を

含み、エにかかる購入費には補助事業の実施期間にかかる当該ソフトウェアの使用料を含む。 

（注５）アからイにかかる購入費を対象とする。このうち、イにかかる購入費には補助事業の実施期間

にかかる当該ソフトウェアの使用料を含む。 

 

 



別表第２（第６条関係） 

 

事業 経費区分 補助率・上限額（注１） 交付回数 

新規入職者

人材育成研

修 

研修経費 補助率 ２分の１以内 

上限額 ２０万円 

１建設業者／１建設コンサルタントにつき

１回 

バックオフ

ィス導入 

（注２） 

システム導

入費 

補助率 ２分の１以内 

上限額 ３０万円 

１建設業者／１建設コンサルタントにつき

１回 

人材育成費 補助率 ２分の１以内 

上限額 ３０万円 

１建設業者／１建設コンサルタントにつき

１回 

ＩＣＴ機器

類導入 

 

Ｉ型 補助率 ２分の１以内 

上限額 １００万円 

１建設業者につき１回 

Ⅱ型 補助率 ２分の１以内 

上限額 １００万円 

１建設コンサルタントにつき１回 

 

（注１）補助率は、補助対象経費に対する割合をいう。（万円未満の端数切り捨て） 

 


